
地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （５）補助内容について

発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

備考

分類
（以下の選
択肢から選
択）
①高齢者・
身体障害者
のみ
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事
施工者、実施住宅
以外の要件を記入
して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選
択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決
定
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応
じて補助額を決定

備考

鹿児島県
かごしま木の家づくり
推進事業

鹿児島県 ⑥その他 木材利用促進
①補助（診断士
派遣を含む）

「かごしま緑の工務
店」として県の登録を
受けた施工者

④要件なし ④要件なし
リフォームに関しては
増改築が対象

⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定

「かごしま材」又は「認証か
ごしま材」の使用量に応じ
て定額補助
新築＝10m3以上
増改築＝5m3以上

鹿児島県
鹿児島県地域生活支
援事業

鹿児島県
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

①高齢者・身
体障害者の
み

④要件なし 特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

25/100

鹿児島県
鹿児島市個人住宅雨
水貯留施設等設置事
業

鹿児島市 ④災害予防
①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

市域内の個人住宅において雨水貯
留施設等を設置する敷地の所有者
又は使用者で雨水貯留施設等の設
置につき正当な権限を有する者

④要件なし

・貯留施設にあっ
て、６５リットル
以上であること
・浸透施設にあっ
ては、崖崩れの危
険性がある地域外
であること

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象設備の設置にか
かる費用

市が認めた額の３分の２

鹿児島県
鹿児島市木造住宅耐
震診断補助事業

鹿児島市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

建築士法（昭和２５
年法律第２０２号）
第２条第１項に規定
する建築士で、鹿児
島県木造住宅耐震技
術講習会受講修了者
名簿に登録された者

③その他の
要件

次に掲げる要件をすべて満たす
者。
　(1) 耐震診断を行う木造住宅の
所有者であること
　(2) 前号の木造住宅に借家人が
いる場合は、耐震診断について同
意を得ていること
　(3) 市税を滞納していないこと

在来軸組構法、伝統的
構法又は枠組壁工法に
よる建築物（これらの
構法又は工法を含む立
面的な混構造について
は、当該構法又は工法
の部分に限る。）で
あって、次に掲げるす
べてを満たすもの。
ア　専用住宅又は併用
住宅（住宅の用途に供
する部分の床面積が、
延べ面積の過半である
ものをいう。）である
こと
イ　地上３階建てまで
であること
ウ　昭和５６年５月３
１日以前に建築（着
工）されたものである
こと
エ　現に居住の用に供
していること

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震診断に要する費用  2/3

鹿児島県
鹿児島市木造住宅耐
震改修工事補助事業

鹿児島市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

次に掲げる要件をすべて満たす
者。
　(1) 耐震診断を行う木造住宅の
所有者であること。
　(2) 前号の木造住宅に借家人が
いる場合は、耐震診断について同
意を得ていること。
　(3) 市税を滞納していないこ
と。

在来軸組構法、伝統的
構法又は枠組壁工法に
よる建築物（これらの
構法又は工法を含む立
面的な混構造について
は、当該構法又は工法
の部分に限る。）で
あって、次に掲げるす
べてを満たすもの。
ア　専用住宅又は併用
住宅（住宅の用途に供
する部分の床面積が、
延べ面積の過半である
ものをいう。）である
こと。
イ　地上３階建てまで
であること。
ウ　昭和５６年５月３
１日以前に建築（着
工）されたものである
こと。
エ　現に居住の用に供
していること。

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修工事に要する経
費（耐震設計費及び工事
監理費を含む。）

 1/3

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （５）補助内容について

発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

備考

分類
（以下の選
択肢から選
択）
①高齢者・
身体障害者
のみ
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事
施工者、実施住宅
以外の要件を記入
して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選
択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決
定
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応
じて補助額を決定

備考
都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

鹿児島県
太陽光発電導入促進
事業

鹿児島市
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

市税の滞納がないこと

市内の自ら居住する住
宅に発電システムを設
置するか、又は市内に
発電システム付の住宅
を購入すること

④要件なし
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定

発電出力1kW当たり3万5千
円

発電出力1kW当たり3万5千
円（上限10万5千円）

鹿児島県
高齢者住宅改造費助
成事業

鹿児島市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

介護認定で要支援以上と認定され
た65歳以上の高齢者又はその同居
者で居室環境を改善しようとする
者で、同居者全員の課税所得額が
330万円以下であること

・申請者の所有住宅
・他名義の場合または
賃貸住宅等の場合、承
諾書が必要

③その他
介護保険の住宅改修を
優先し、併用可

⑥その他
対象者の日常生活改善に
繋がると認められる改造
費用

100万円と対象軽費とのい
ずれか低い額の3分の2

鹿児島県
重度身体障害者住宅
改造費助成事業

鹿児島市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

①高齢者・
身体障害者
のみ

身体障害者手帳１・２級所持者及
びその同居者で前年の課税所得金
額が330万円以下の世帯

既存の住宅
（・新築工事と同時申
請及び増築は不可
　・他名義または賃貸
住宅の場合承諾書が必
要）

③その他

介護保険住宅改修又
は、日常生活用具給付
事業の住宅改修制度と
の併用可

⑥その他
提出された見積額から対
象軽費(上限100万円）を
査定

100万円と対象軽費とのい
ずれか低い額の3分の2

鹿児島県
高齢者住宅整備資金
貸付事業

鹿屋市
②バリアフリー
改修

②融資（無利
子）

①高齢者・
身体障害者
のみ

市内に居住する65歳以上の高齢者
と同居する親族で高齢者の専用居
室などを増改築または改造するこ
とが真に必要で、自力で整備する
ことが困難な人

特に無し ④要件なし
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助

定額（150万円まで）

鹿児島県
障害者住宅整備資金
貸付事業

鹿屋市
②バリアフリー
改修

②融資（無利
子）

①高齢者・
身体障害者
のみ

身体障害者（１～４級）及び療育
手帳Ａ１、 Ａ２所持者又はその
障害者と同居する親族で、増改築
又は改造を必要とし、自力で整備
困難な人

特に無し ④要件なし
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助

定額（150万円まで）

鹿児島県
住宅用地球温暖化対
策設備（エコハウス
設備）設置補助事業

鹿屋市
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④要件なし 特に無し ④要件なし

1世帯につき、1設
備のみの補助（太
陽光発電システム
と太陽光利用シス
テムのどちらかの
み）

④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定

3万円/ｋW 定額（10万円まで）

鹿児島県
出水市木造住宅新築
等建築工事促進事業

出水市 ⑥その他 中小商工業者支援
①補助（診断士
派遣を含む）

ただし、市内に本
社・本店を有する事
業者

③その他の
要件

H23.4.1以前から出水市に住所を
有するもの

施主の所有で、かつ居
住している住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

ただし、完全に区分で
きるものは対象とす
る。

業者、補助対象
者、両者とも市税
の未納がない者

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

新築は300万円以上を対象
として定額30万円。増改
築は20万円以上を対象と
し、15/100かつ15万円を
上限とする。

鹿児島県
木造住宅耐震診断・
耐震改修工事の補助
制度

出水市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

市内に所有して、現に住んでいる
者。

S56.5.31以前に着工さ
れた木造住宅で地上3
階建までであること。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

診断は、耐震診断
技術者に依頼する
こと。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震診断は、交付対象経
費の2/3とし、上限2万
円。耐震改修工事は、交
付対象経費の1/3とし、上
限20万円。

鹿児島県
出水市住宅用太陽光
発電設置事業

出水市
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

市内に所有して、現に住んでいる
者。

市外から市内に新築、
または住宅購入する者
も含む。

②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

国からの補助金を利用
していること。

③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助

１ｋＷあたり25000円上限
３ｋＷ75000円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （５）補助内容について

発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

備考

分類
（以下の選
択肢から選
択）
①高齢者・
身体障害者
のみ
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事
施工者、実施住宅
以外の要件を記入
して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選
択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決
定
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応
じて補助額を決定

備考
都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

鹿児島県
日常生活用具給付事
業

出水市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

市内に所有して、現に住んでいる
障害者。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

身体障害者手帳所
持者で下肢障害3級
以上の者。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

・段差解消
・スロープの設置
・手すりの設置
・トイレを和式から洋式
・その他

上限20万円とし、その内1
割の範囲内で利用者が負
担。

鹿児島県
出水市高齢者等住宅
改造費助成事業

出水市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

①高齢者・
身体障害者
のみ

①要介護・要支援の認定を受けた
者
②身体障害者手帳（１級、２級）
が交付されている者
③生計中心者の前年の課税される
所得金額が330万円以下の世帯

新築、増築は対象とし
ない。

③その他

①要介護、要支援の認
定を受けた者にあって
は、介護保険による住
宅改修との併用である
こと。
②原則として、過去に
本事業による助成を受
けていないこと。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

対象経費の1/3か20万円の
いずれか低い額。1,000円
未満切捨て。

鹿児島県
指宿市重度身体障害
者等住宅改修費給付
事業

指宿市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

市と契約のある業者
③その他の
要件

重度身体障害者等 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

市民税非課税者：リ
フォーム工事費の10/10
市民税課税者：リフォー
ム工事費の9/10

鹿児島県
西之表市住宅改修環
境整備事業補助金

西之表市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

西之表市内の業者
③その他の
要件

１．西之表市民もしくは市内居住
予定者
２．税金の滞納がないこと。
３．市が実施する他の住宅関係補
助をうけていないもの。
４．住宅の所有者か一親等以内の
もの。

市内において自ら居住
する住宅もしくは居住
予定の住宅（車庫や塀
などは含まない。）

①ほかの補助事
業との併用は不
可

２０万円以上の工
事

②工事費用に応じて決
定

工事費（消費税除く）の
10%

鹿児島県 住宅改造費助成事業 西之表市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

①高齢者・
身体障害者
のみ

身体障害者手帳所持者
①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決
定

費用に生じた額

鹿児島県 エコ設備設置促進 西之表市
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

市内に居住するもの、又は市内に
居住する予定のもの

市内において自ら居住
する住宅、もしくは居
住予定の住宅

④要件なし
②工事費用に応じて決
定

太陽光発電システムの設
置に要する費用で、発電
システムを構成する太陽
電池モジュールの最大出
力値に、30,000円を乗じ
て得た額

鹿児島県 エコ設備設置促進 西之表市
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

西之表市衛生自治会
が指定する販売店

③その他の
要件

市内に居住し、住所を有するもの 西之表市内 ④要件なし
設置した機器を適
正に維持管理でき
ること

④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定

ごみ処理機　購入金額の7
割
コンポスト　購入金額の
全額

鹿児島県
たるみず農山漁村
ツーリズム推進事業

垂水市 ⑥その他 受入農家等環境整備支援
①補助（診断士
派遣を含む）

受入農家等改修
補助

③その他の
要件

垂水市ツーリズム推進協議会会員
民泊型教育旅行の受入
を目的に行う受入農家
等

④要件なし
補助授受後、最低３
年間教育旅行の受
入義務

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

受入農家等が行う改修等
に要する費用

県－４分の１
市－４分の２



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （５）補助内容について

発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

備考

分類
（以下の選
択肢から選
択）
①高齢者・
身体障害者
のみ
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事
施工者、実施住宅
以外の要件を記入
して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選
択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決
定
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応
じて補助額を決定

備考
都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

鹿児島県
定住住宅リフォーム
補助

薩摩川内市 ⑥その他 転入促進
①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

転入者 店舗を除く住居 ④要件なし
他補助の利用がある場
合は，助成額を差し引い
た額が対象となる。

リフォーム代金が30
万円以上であるこ
と。

②工事費用に応じて決定
ただし，地域ごとに限度額
が設定されている。

50%

鹿児島県
地域生活支援事業
（日常生活用具等給
付）

薩摩川内市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

①高齢者・身
体障害者の
み

下肢，体幹機能障害3級以上
借家の場合は大家の許
可必要

③その他
介護保険対象者は介護
保険優先

⑥その他

鹿児島県
薩摩川内市木造住宅
耐震診断補助金交付
事業

薩摩川内市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

鹿児島県木造住宅耐
震技術講習会受講修
了者名簿に登録され
た者を有する建築士
事務所

③その他の
要件

１　居住者又は所有者
２　市税等を滞納していないこと

ア　専用住宅，長屋又は
共同住宅（店舗等の用
途を兼ねる住宅にあっ
ては，店舗等の用途に
供する部分の床面積
が，延べ面積
　　 の２分の１未満であ
るものに限る。）であるこ
と。
イ　地上階数が２以下で
あり，かつ，延べ面積が
５００平方メートル以下で
あること。
ウ　昭和５６年５月３１日
以前に着工されたもの
であること。
エ　現に居住の用に供し
ていること。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

　交付対象経費の総額の３
分の２に相当する額（その
額に１，０００円未満の端数
が生じたときはこれを切り
捨てた額）とし，木造住宅１
棟につき６万円を限度。
　補助金の交付回数は，木
造住宅１棟につき１回。

　交付対象経費の総額の３
分の２に相当する額

鹿児島県
薩摩川内市木造住宅
耐震改修工事補助金
交付事業

薩摩川内市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

１　居住者又は所有者
２　市税等を滞納していないこと

　耐震診断の結果，一
般診断法による上部構
造評点又は精密診断法
による上部構造耐力の
評点が１．０未満であっ
たもの。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

　交付対象経費総額に相
当する額に１０分の９を乗じ
た額（その額に１，０００円
未満の端数が生じたときは
これを切り捨てた額）。ただ
し，木造住宅１棟につき３０
万円を限度。
　補助金の交付回数は，木
造住宅1棟につき1回。

　交付対象経費総額に相
当する額に１０分の９を乗じ
た額

鹿児島県
曽於市住宅リフォー
ム促進事業

曽於市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

曽於市のみ ④要件なし 要件なし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象事業費が20万円
以上

補助対象事業費の100分の
10に相当する額



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （５）補助内容について

発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

備考

分類
（以下の選
択肢から選
択）
①高齢者・
身体障害者
のみ
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事
施工者、実施住宅
以外の要件を記入
して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選
択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決
定
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応
じて補助額を決定

備考
都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

鹿児島県
曽於市木造住宅耐震
診断補助金

曽於市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

鹿児島県木造住宅耐
震技術講習会受講修
了者名簿に登録され
た者を有する建築士
法第23条第1項の規
定に基づき登録され
た建築士事務所

③その他の
要件

居住者又は所有者で市税等を滞納
していないこと

(1)専用住宅，長屋又
は共同住宅（店舗等の
用途を兼ねる住宅に
あっては，店舗等の用
途に供する部分の床面
積が，延べ床面積の2
分の1未満であるもの
に限る。）であるこ
と。
(2)地上階数が2以下で
あり，かつ延べ面積が
500平方メートル以下
であること。
(3)昭和56年3月31日以
前に着工されたもので
あること。(4)現に居
住の用に供しているこ
と。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

交付対象経費については
耐震診断に要する経費と
する。ただし，一戸建て
以外の住宅については，
延べ面積に1平方メートル
当たり2,000円を乗じた額
を上限

交付対象経費の総額の3分
の2に相当する額とし，木
造住宅1棟につき6万円を
限度とする。補助金の交
付回数は木造住宅1棟につ
き1回とする。

鹿児島県
曽於市木造住宅耐震
改修工事補助金

曽於市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

居住者又は所有者で市税等を滞納
していないこと

耐震診断の結果，一般
診断法による上部構造
評点又は精密診断法に
よる上部構造耐力の評
点が1.0未満であった
もの

①ほかの補助事
業との併用は不
可

特になし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

交付対象経費については
耐震改修工事に要する経
費とする。ただし，延べ
面積に1平方メートル当た
り32,600円を乗じた額を
上限

交付対象経費の総額に10
分の9を乗じた額とし，木
造住宅1棟につき30万円を
限度とする。補助金の交
付回数は木造住宅1棟につ
き1回とする。

鹿児島県
霧島市移住定住促進
補助金

霧島市 ⑥その他 定住促進
①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

霧島市に転入されてから、住宅取
得日又は増改築完成日から起算し
て１年以内に申請

④要件なし
②工事費用に応じて決
定

増改築に要した経費（50
万円以上に限る）

1/2

鹿児島県
霧島市ごみ減量化対
策機器等購入補助金

霧島市 ⑥その他 ごみの減量化
①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

霧島市内に住所を有し居住する者
②工事費用に応じて決
定

電気式生ごみ処理機購入 1/3

鹿児島県
霧島市住宅用太陽光
発電導入支援対策費
補助金

霧島市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

市税を滞納していない者
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

経済産業省資源エネル
ギー庁において「住宅用
太陽光発電導入支援対
策費補助金」に係る補
助事業者として採択され
た事業者が、実施する
当該発電システムの設
置費補助に応募し、住
宅用太陽光発電導入に
係る補助金の交付確定
通知書を受理した者。

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

補助単価は、太陽電池モ
ジュールの公称最大出力
合計値が５．００キロワット
以下の設備に対しては1キ
ロワットあたり３万円、５．０
１キロワット～１０キロワット
未満の設備に対しては１キ
ロワット当たり２万円。

システム平均単価の約１/２
０

鹿児島県
霧島市木造住宅耐震
診断補助金

霧島市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

・登録された建築士
事務所に所属する鹿
児島県木造住宅耐震
技術講習会受講修了
者名簿に登録された
者

③その他の
要件

木造住宅の居住者又は所有者で、
市税等を滞納していない者。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震診断に要する経費  2/3



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （５）補助内容について

発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

備考

分類
（以下の選
択肢から選
択）
①高齢者・
身体障害者
のみ
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事
施工者、実施住宅
以外の要件を記入
して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選
択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決
定
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応
じて補助額を決定

備考
都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

鹿児島県
霧島市木造住宅耐震
改修工事補助金

霧島市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

・登録された建築士
事務所に所属する鹿
児島県木造住宅耐震
技術講習会受講修了
者名簿に登録された
者が監理する

③その他の
要件

木造住宅の居住者又は所有者で、
市税等を滞納していない者。
・耐震改修工事における主な耐震
補強箇所を目視で確認
できる時期に、市が中間検査を行
い、合格した者。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修工事に要する経
費

23/100

鹿児島県
いちき串木野市高齢
者等住宅改造推進事
業

いちき串木
野市

②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

介護認定で要支援以上認定を受け
た者、又は、身体障害者手帳１・
２級所持者であり、生計中心者の
前年の課税所得金額が330万円以
下の世帯の者。

対象住宅が申請者外の
所有の場合、承諾書が
必要

③その他
介護保険の住宅改修を
優先し併用可

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

80万円と対象経費とのい
ずれか低い額の1/3

鹿児島県
南さつま市高齢者等
住宅改造推進事業

南さつま市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

①介護保険の認定を受けた者が属
する世帯②障害者１・２級の者の
属する世帯③生計中心者の前年の
課税所得金額が３３０万円以下の
世帯④過去にこの事業の助成を受
けてない世帯　①又は②のいずれ
かに該当しかつ③④いずれにも該
当する世帯

新築及び増築は助成の
対象としない

③その他

改造に要する経費につ
いて、介護保険事業か
ら支給される住宅改修
費があるときは当該経
費から介護保険住宅改
修費の額を差し引いた
額を助成の対象とす
る。

助成の対象となる
のは、既存の居
室、浴室、洗面
所、台所、便所、
玄関、廊下等の設
備、構造等を要援
護者等の身体の状
況に適応するよう
に改造するために
要する経費

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

１世帯につき８０万円と
助成対象経費とのいずれ
か低い額に３分の１を乗
じて算出した額

鹿児島県
志布志市住宅用太陽
光発電導入支援対策
費補助金

志布志市
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④要件なし 市税等滞納のいないもの。 特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

J-PECの補助申請後、
決定を受けた者。

②工事費用に応じて決
定

1kwあたり3万円で計算。
（上限12万円まで)

定額

鹿児島県
奄美市住宅リフォー
ム等緊急経済対策事
業補助金

奄美市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

奄美市に事業所のあ
る法人、または、個
人

③その他の
要件

申請する建物の所有者で、現に居
住する者か、その親や子

奄美市内の専用住宅。
併用住宅や共同住宅に
ついては、自己の居住
の範囲

③その他

他の補助金を利用する
場合は、その補助金額
を差引いた工事費が
500,000円を超える事

申請者及び同一世
帯員全員が市税及
び市に対する債務
を滞納していない
事

⑥その他 500,000円を超える工事 定額（100,000円)

鹿児島県
奄美市高齢者等住宅
改造推進事業

奄美市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

①介護保険の認定を受けた者が属
する世帯②障害者１・２級の者の
属する世帯③生計中心者の前年の
課税所得金額が３３０万円以下の
世帯④過去にこの事業の助成を受
けてない世帯　①又は②のいずれ
かに該当しかつ③④いずれにも該
当する世帯

新築及び増築は助成の
対象としない

③その他

改造に要する経費につ
いて、介護保険事業か
ら支給される住宅改修
費があるときは当該経
費から介護保険住宅改
修費の額を差し引いた
額を助成の対象とす
る。

助成の対象となる
のは、既存の居
室、浴室、洗面
所、台所、便所、
玄関、廊下等の設
備、構造等を要援
護者の身体の状況
に適応するように
改造するために要
する経費

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

１世帯につき４０万円と
助成対象経費とのいずれ
か低い額に２分の１を乗
じて算出した額

鹿児島県
伊佐市定住促進空き
家
活用事業補助金

伊佐市 ⑥その他
定住促進と空き家の有効
活用

①補助（診断士
派遣を含む）

市内に事務所又は
事業所を有する者

③その他の
要件

移住者で空き家の
取得者

①ほかの補助事
業との併用は不
可

5年以上継続して居
住する

⑥その他
工事費の70％以内で
500千円を限度

鹿児島県
伊佐市太陽光発電シ
ステム設置事業補助
金

伊佐市
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

市税を滞納していない者
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

国の補助金を受けてい
ること

③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助

40,000円／KW



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （５）補助内容について

発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

備考

分類
（以下の選
択肢から選
択）
①高齢者・
身体障害者
のみ
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事
施工者、実施住宅
以外の要件を記入
して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選
択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決
定
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応
じて補助額を決定

備考
都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

鹿児島県
大崎町住宅用太陽光
発電導入支援対策費
補助金

大崎町
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

町税等を滞納していない者
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

国の補助金を受けてい
ること

③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助

定額

鹿児島県
南大隅町定住促進住
宅取得資金補助金

南大隅町 ⑥その他 定住促進
①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

町内への定住予定者及び定住予定
者への賃貸のための改修する者
（不動産会社等、業として実施者
は除く）

特になし ④要件なし
②工事費用に応じて決
定

改修費の１/２

鹿児島県
肝付町住宅用高効率
給湯器導入補助金

肝付町
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

町税等の滞納がない者
町内に所在する事業者が販売した
設備

住民が居住するために
用いる町内に存する家
屋（店舗等との併用住
宅を含む。ただし、延
べ床面積の２分の１以
上を住宅の用に供する
ものに限る。）

④要件なし

　エコキュート定
義：二酸化炭素冷
媒ヒートポンプ給
湯器のうち、経済
産業省の高効率給
湯器導入促進事業
費補助金交付要綱
（平成18年３月27
日付け財資第20
号）に係る補助事
業者として採択さ
れた事業者が、補
助対象に指定する
高効率給湯器に掲
げる設備で、設置
前において使用さ
れていないものを
いう。
※平成22年度国の
補助金は廃止

④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定

定額　4万円
（1住宅につき1回限り）

鹿児島県
霧島市浄化槽設置整
備事業補助金

霧島市
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

③その他の
要件

霧島市内に居住し、市税を滞納し
ていない者。

公共下水道事業計
画認可区域を除く
霧島市全域で、貸
家・アパート・別
荘管理者又は店舗
等以外の、専用住
宅に処理対象人員
10人槽以下の、国
庫補助指針に適合
する合併処理浄化
槽を設置する者

④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定

人槽、処理能力による 定額

鹿児島県
奄美市合併処理浄化
槽設置整備事業補助
金

奄美市 ⑥その他
公共用水域の水質汚濁防
止

①補助（診断士
派遣を含む）

浄化槽工事知事登録
業者

③その他の
要件

専用住宅（店舗等が1/2以内）
①ほかの補助事
業との併用は不
可

下水道及び集排区域外
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定

10人槽以下

定額（５人槽332,000円、
７人槽414,000円、１０人
槽548,000円、単独撤去
90,000円）

鹿児島県
農業集落排水事業普
及促進補助金

奄美市 ⑥その他 下水道接続推進
①補助（診断士
派遣を含む）

奄美市排水設備指定
店

③その他の
要件

処理区域内の家屋の所有者又は所
有者の同意を受けた使用者ちた

①ほかの補助事
業との併用は不
可

下水道及び集排区域内
市税及び受益者加
入金を滞納してい
ないこと

③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助

供用開始から３年以内対
象

供用開始～１年以内１戸
３万円　２年以内２万円
３年以内　１万円　し尿
浄化槽廃止新規　１年以
内　２万円

鹿児島県
伊佐市浄化槽設置整
備事業補助金

伊佐市 ⑥その他
公共用水域の水質汚濁防
止

①補助（診断士
派遣を含む）

市内に事務所又は事
業所を有する者が施
行する場合上乗せあ
り

④要件なし ④要件なし
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助

設置する浄化槽に応じる

５人槽　332,000円
７人槽　414,000円
10人槽　548,000円
市内業者施行100,000円上
乗せ
単独槽撤去　上限９万円


